
 

Ａ 「特別対策事業に類する事業」 

→神奈川県内水源保全地域内で行う 

事業 

「普及啓発・教育事業」 

→神奈川県全域及び県外水源保全 

地域内で行う事業 

「調査研究事業」 

→対象地域の制限なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

もり・みず市民事業支援補助金とは？  ※正式名称：水源環境保全・再生市民事業支援補助金 

 

Ａ 次のような活動が補助の対象となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 特別対策事業※に類する事業 
①森林の保全・再生事業 
（荒廃した森林の整備＜間伐、枝打ち、下草刈、植樹＞等） 

②間伐材の利活用促進事業 
（間伐材を利用した製品の製作 等） 

③河川・地下水の保全・再生事業 
（河川の浄化対策、地下水かん養対策 等） 

④その他の特別対策事業 
（水環境モニタリング 等） 

２ 水源環境に関する普及啓発・教育事業 
水源保全地域における活動プログラム（植樹・間伐
体験教室、川の自然観察会など）や、その活動経
験に基づく学習プログラム（児童・生徒への水源環
境教育など）を有する、水源環境の保全・再生のた
めの事業 

３ 水源環境に関する調査研究事業 
神奈川県の水源環境の保全・再生のための事業
（水質調査、河川生物調査、樹林地調査、湧水地
調査等）  ４ 資機材の購入 

１～３の事業実施にかかる資機材の購入 

※特別対策事業とは、「第２期かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画」に定める12の事業です。詳しくはホームページをご覧ください。 

水源環境の保全・再生を目的とした活動にかかる経費を補助する制度です。 

水源保全地域での活動に限らず、横浜、川崎など水源保全地域以外で実施す
る普及啓発・教育事業※も補助対象となります。 

 

補助金を活用

した事業例 

※ 以下のいずれかの要件に合致する事業であれば、補助の対象となります。 
①水源保全地域で行う活動経験に基づいて、水源保全地域以外で実施する普及啓発･教育事業。 
②水源保全地域で他団体が主催する活動への参加経験に基づいて、水源保全地域以外で実施する普及啓発･教育事業。 

森林整備活動 間伐材を活用した製品の製作 水質調査活動 森林教室の実施 

平成27年12月 募集案内配布開始予定 

県内水源保全地域 県外水源保全地域 

参考資料 ２ 



問い合わせ先 
神奈川県環境農政局水・緑部水源環境保全課（調整グループ）   

神奈川県横浜市中区日本大通１ 
電話：045(210)4352(直通) FAX：045(210)8855 
E-mail：suigenkankyo@pref.kanagawa.jp 

 

Ａ まずは、次の３点をご準備ください。 

①５人以上の団体であることの証明書類（団体の定款（規約）及び会員名簿）の作成 

②申請事業の活動計画（事業の目的・内容、必要経費の積算、将来の展望など）の作成 

③事業実施に必要な調整・調査（地権者との調整、法令上の許認可の要否など）の実施 

→募集案内を参考に、申請書類を作成してください。 

 

Ａ スケジュールは、次の予定です。 

平成27年 11月25日(水) 募集案内配布 

12月15日(火) 申請受付開始 

平成28年  1月14日(木) 申請締め切り → 予備審査 

2月下旬   一次選考(書類審査)  

3月上旬   二次選考(公開プレゼンテーション)  

4月上旬   交付決定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 補助率や補助上限額は、次のとおりとなっています。 

部門 申請区分 補 助 率 上 限 額 対象経費 控除経費 

定
着
支
援
部
門 

１森林の保全・再生事業 10/10以内 

 

整備面積に応じ、 

①1ha未満:10万円 

②1ha以上3ha未満:30万円 

③3ha以上:50万円 

 

事業の実施

に直接要す

る経費 

 

事業に係

る国又は

地方公共

団体など

の補助金

等の収入 

２間伐材の利活用促進事業 同 上 50万円 

３河川・地下水の保全・再生事業  同 上 同 上 

４その他の特別対策事業 同 上 同 上 

５普及啓発・教育事業 １/２以内 20万円 

６調査研究事業 同 上 50万円 

７資機材の購入※1 1～4は10/10以内 

5・6は1/2以内 

累計20万円※3 

高
度
化
支
援
部
門 

１森林の保全・再生事業 8/10以内 

 

整備面積に応じ、 

①1ha未満:20万円 

②1ha以上3ha未満:60万円 

③3ha以上:100万円 

２間伐材の利活用促進事業 同 上 100万円 

３河川・地下水の保全・再生事業  同 上 同 上 

４その他の特別対策事業 同 上 同 上 

５普及啓発・教育事業 １/２以内 40万円 

６調査研究事業 同 上 100万円 

７資機材の購入※2 1～4は8/10以内 

5・6は1/2以内 

1～4は累計50万円※3 

5・6は累計20万円※3 

 

※1 
チェンソーや刈払機な
ど高度な技術や資格等
を必要とする機材は、
補助対象外です。 
 
※2 
チェンソーや刈払機な
ど高度な技術や資格等
を必要とする機材は、
安全講習会の修了証明
書に類するものを、補
助期間中に取得するこ
とを補助要件としま
す。 
 
※3 
過去の補助金額(実績)
を累計した金額が上限
額となります。 

 

定着支援部門とは？ 
水源環境保全・再生に係る市民事業
の定着を図ろうとする団体（申請事業
に類する活動を始めて概ね３年以内
の団体）を対象とする部門です。 
 
高度化支援部門とは？ 
水源環境保全・再生に係る市民事業
の高度化を図ろうとする団体（申請事
業に類する活動を概ね３年以上継続
している団体）を対象とする部門で
す。 

この補助金は、県議会における県予算の議決に基づき、正式に交付されます。 

水源環境保全・再生 
イメージキャラクター 
しずくちゃん 

ぜひ、ご活用ください 

 

Ａ 主に次の要件を満たす団体が対象となります。 

①５人以上で構成されていること（ＮＰＯ法人でなくても対象となります） 

②代表及び会計責任者を定め、団体の活動についての会計処理が明確化されていること 

③神奈川県から補助金を交付されていないこと、また、神奈川県が構成員となっていないこと 等 

複数の申請区分を同時に申請することが

できます。 

例：水源保全地域で実施する「森林の保

全・再生事業」と、その経験を基

に、水源保全地域以外で「普及啓

発・教育事業」を実施する。 

○「募集案内」は、県ホームページに掲載す

るとともに、各地域県政情報センター等に

配架する予定です。 

○公開プレゼンテーションは、一次選考を通

過した際は、必ずご出席いただきます。 

○補助金の支払は、原則、事業完了後になり

ます。 
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